請負契約書

●●（以下「甲」という。）と●●（以下「乙」という。）は、以下のとおり請負契約（以下「本契約」という。）を締結する。

第 1 条（目的）
1. 甲は、乙に対し、別紙１に記載の業務（以下「本業務」という。）を委託し、乙はこれを受託する。
2. 乙は、本契約に基づいて、本業務を完成させ、本契約の目的物を甲に引き渡し、甲はその代金を支払う。
3. 乙は、本契約に定められた各条項及び関係諸法令を誠実に遵守し、善良なる管理者の注意をもって本業務を遂行する。

第 2 条（業務内容）
本業務の内容（以下「業務内容」という。）は、別紙１の通りとする。

第 3 条（業務内容等の変更）
甲又は乙は、業務内容の確定後に業務内容の変更を必要とする場合、甲及び乙間の協議に基づき、書面により変更内容を決定する。

第 4 条（代金）
1. 甲から乙に対する本業務の対価（以下「代金」という。）は、別紙１に記載のとおりとする。
2.	代金の支払日は、別紙１記載のとおりとする。なお、振込手数料は甲の負担とする。
3.	甲が乙に対する債務の支払いを怠った場合、甲は、支払期限の翌日から完済に至るまで年14.6%の割合による遅延損害金を支払う。

第 5 条（費用負担）
乙が本業務を遂行するために要する費用は、別途合意したものを除き全て乙の負担とする。

第 6 条（再委託）
1.	乙は、甲へ事前に通知の上で、本業務の全部又は一部を第三者に再委託することができる。
2.	乙は、再委託先に対して本契約上の乙の義務と同等の義務を負わせ、再委託先の行為に関して、甲に対し一切の責任を負う。

第 7 条（検査及び引渡し）
1.	甲は、乙が納入した本契約の目的物について別紙１で定める期間内に検収し、乙に対し結果を通知するものとする。
2.	甲は、本契約の目的物が前項の検収に合格しない場合、乙に対し修正又は追完を求めるものとし、乙は直ちにこれを無償で修正して甲に納入し、甲は必要と判断した範囲で、前項所定の検収を再度行うものとする。
3.	第1項に定める期間内に甲の検収の結果が通知されなかった場合、本契約の目的物は検収に合格したものとみなす。

第 8 条（契約不適合責任）
1.	前条の検収合格後であって、本契約の目的物について本業務の性質上仕様として当然に要求されるものとの不一致（以下「契約不適合」という。）が発見された場合、甲は乙に対して当該契約不適合の修正等の履行の追完（以下「追完等」という。）を請求することができ、乙は、当該追完等を行うものとする。
2.	前項にかかわらず、契約不適合が重要でない場合において、当該契約不適合によっても本契約の目的を達することができる場合であって、追完等に過分の費用を要する場合、乙は前項所定の追完等の義務を負わないものとする。
3.	第1項の規定は、契約不適合が甲の提供した資料等又は甲の与えた指示によって生じたときは適用しない。但し、乙がその資料等又は指示が不適当であることを知りながら告げなかったときは、乙はなお追完等の義務を負うものとする。
4.	本条の定めにかかわらず、甲の乙に対する契約不適合責任としての損害賠償請求、解除、代金減額請求は妨げられないものとする。
5.	乙が本条に定める責任その他の契約不適合責任を負うのは、本契約の目的物の引渡日から1年以内に甲から当該契約不適合を通知された場合に限るものとする。但し、前条の検収完了時において乙が当該契約不適合を知り若しくは重大な過失により知らなかった場合、又は当該契約不適合が乙の故意若しくは過失に起因する場合には、当該期間経過後も乙はなお当該契約不適合責任を負うものとする。
6.	前項にかかわらず、当該契約不適合が前条の検収によって甲により発見することがその性質上合理的に期待できないものである場合、乙が本条に定める責任その他の契約不適合責任を負うのは、甲が当該契約不適合を知った時から1年以内に甲から当該契約不適合を通知された場合とする。

第 9 条（秘密保持）
1.	甲及び乙は、本業務に関して知り得た相手方の営業上又は技術上その他業務上の一切の情報（以下「秘密情報」という。）を、相手方の事前の書面による承諾なしに、第三者に開示又は漏洩してはならず、本契約上のためにのみ使用し、他の目的に使用してはならない。
2.	前項の規定にかかわらず、次の各号に該当する情報は、本契約における秘密情報には該当しない。
(1)	開示を受けた際、既に公知となっている情報
(2)	開示を受けた際、既に自己が保有していた情報
(3)	開示を受けた後、自己の責によらずに公知となった情報
(4)	正当な権限を有する第三者より守秘義務を負うことなく取得した情報
(5)	甲から開示された情報を利用することなく独自に開発した情報

第 10 条（本契約上の地位等の譲渡禁止）
甲及び乙は、相手方の事前の書面による同意なく、本契約上の地位又は本契約に基づく権利若しくは義務の全部又は一部を、第三者に譲渡若しくは継承させ、又は担保に供してはならない。

第 11 条（損害賠償責任）
甲又は乙は、自己の責めに帰すべき事由により相手方に損害を与えた場合、これを賠償する責任を負う。

第 12 条（解除）
1.	甲又は乙は、相手方が本契約のいずれかの条項に違反し、相当期間を定めて催告をしたにもかかわらず、相当期間内に、違反が是正されないときは、本契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における本契約の違反が本契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
2.	甲又は乙は、相手方に次の各号に掲げる事由の一が生じたときには、何らの催告なく、直ちに本契約の全部又は一部を解除することができる。ただし、当該事由が解除当事者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、この限りでない。
(1)	本契約に関し、相手方による重大な違反があったとき。
(2)	債務の全部又は一部の履行が不能であるとき又は相手方がその債務の全部又は一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき（一部履行不能の場合は当該一部に限り、解除することができるが、債務の一部の履行が不能である場合又は相手方がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないときは本契約の全部を解除することができる。）。
(3)	本契約、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ本契約の目的を達することができない場合において、相手方が履行をしないでその時期を経過したとき。
(4)	前各号に掲げる場合のほか、相手方がその債務の履行をせず、催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(5)	差押え、仮差押え、仮処分、強制執行、競売、滞納処分の申立、その他公権力の処分を受けたとき。
(6)	破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始その他法的倒産手続の申立を受け、又はこれらの申立を行ったとき、又は私的整理の開始があったとき。
(7)	支払停止、支払不能に陥ったとき。
(8)	自ら振出し若しくは裏書した手形・小切手が1度でも不渡りとなったとき。
(9)	公序良俗に反する行為、その他相手方の信用、名誉を毀損する等の背信的行為があったとき。
(10)解散し、又は事業を廃止したとき。
(11)信用の失墜又はその資産の重大な変動等により、甲乙間の信頼関係が損なわれ、本契約の継続が困難であると認める事態が発生したとき。
(12)代表者が刑事上の訴追を受けたとき、又はその所在が不明になったとき。
(13)監督官庁から事業停止処分、又は事業免許若しくは事業登録の取消処分を受けたとき。
3.	前二項に定める解除は、相手方に対する損害賠償の請求を妨げない。

第 13 条（反社会的勢力の排除）
1.	甲及び乙は、それぞれ相手方に対し、次の各号の事項を表明し、かつ保証する。
(1)	自ら又は自らの役員若しくは実質的に経営権を有する者が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業・団体、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者（以下総称して「反社会的勢力」という。）に該当しないこと。
(2)	反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有しないこと。
(3)	反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有しないこと。
(4)	反社会的勢力を利用していると認められる関係を有しないこと。
(5)	反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有しないこと。
(6)	反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しないこと。
2.	甲及び乙は、自ら又は第三者を利用して次の各号の行為を行わないことを確約する。
(1)	暴力的な要求行為
(2)	法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)	取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4)	風説を流布し、偽計又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
(5)	その他前各号に準ずる行為
3.	甲又は乙は、自己の責めに帰すべき事由の有無を問わず、相手方が前二項のいずれかに違反したことが判明した場合、相手方に対して何らの催告を要せずして、直ちに本契約を解除することができる。
4.	前項の規定により本契約が解除された場合には、解除された者は、その相手方に対し、解除により相手方が被った損害を賠償する。
5.	第3項の規定により本契約が解除された場合、解除された者は、解除により損害が生じたときでも、相手方に対し一切の損害賠償請求を行わない。

第 14 条（協議）
本契約に定めのない事項が生じた場合及び本契約の内容の解釈に疑義又は相違が生じた場合、甲及び乙は、互いに誠意を持って協議し、その解決を図る。

第 15 条（合意管轄）
本契約に関連する当事者間の訴訟の第一審の専属的合意管轄裁判所は、●●地方裁判所とする。

以上、本契約締結の証として本書２通を作成、甲乙記名押印の上各1通これを保管する。但し、本契約を電子契約にて締結した場合には、本契約締結の証として本契約の電磁的記録を作成し、甲乙電子署名を施し、各自その電磁的記録を保管する。


（西暦）　　　年　　月　　日

甲	（所在地）	
	（名称）	
	（代表者）	

乙	（所在地）	
	（名称）	
	（代表者）	
 


別紙１

